
○薩摩川内市福祉ホーム事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 薩摩川内市福祉ホーム事業（以下「事業」という。）は、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第７９条第１項第５号及

び地域生活支援事業実施要綱（平成１８年８月１日付け障発第０８０１００２号厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部長通知）に基づき、居住を必要としている障害者及び障害児

（以下「障害者等」という。）に低額な料金で居室などを提供するとともに、日常生活に必

要な支援を行うことを目的とする。 

 （対象者） 

第２条 この事業の利用対象者は、家庭環境及び住宅事情等の理由により、家族との同居が困

難である常時の介護や医療を必要としない障害者等であって、市内に住所を有する又は入居

前に市内に住所を有していた者とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体障害

者手帳の交付を受けている者  

 (2) 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）に

基づく療育手帳の交付を受けている者 

 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２

項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

 （実施主体） 

第３条 この事業の実施主体は、薩摩川内市とする。 

２ 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉

法人等（以下「事業者」という。）に委託することができる。 

３ 前項により受託した事業者は、この事業を利用する者（以下「利用者」という。）を福祉

ホームに居住させ、日常生活に必要な便宜の供与等を行うものとする。 

 （利用の申請） 

第４条 事業を利用しようとする対象者又はその保護者（以下「申請者」という。）は、福祉

ホーム事業利用申請書（第１号様式）を市長に提出するものとする。 

 （利用の決定等） 

第５条 市長は、前条に規定する申請があったときは、心身の状況及び世帯の状況等を調査し

て利用の可否を決定し、福祉ホーム事業利用決定（却下）通知書（第２号様式。以下「決定

通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 

 （利用決定の有効期間） 

第６条 前条の規定による決定の有効期間は、決定を行った日から起算して最長３年とする。 

 （利用の変更及び中止） 

第７条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉ホーム事業利用変更（中止）

申請書（第３号様式）により、速やかに市長に届け出なければならない。 

 (1) 利用者の住所等を変更した場合 



 (2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合 

 (3) 利用の中止をしようとする場合 

 （利用の取消し） 

第８条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第５条の規定による利用決

定を取り消すことができる。 

 (1) この事業の対象者でなくなった場合 

 (2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合 

 (3) その他市長が事業の利用を不適当と認めた場合 

 （利用の方法） 

第９条 申請者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者

に直接依頼するものとする。 

 （利用者負担額） 

第１０条 事業者は、福祉ホームの維持管理に必要な経費として、食材料費、家賃、光熱水費、

日用品費、その他この事業において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において

も通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるも

のについて、利用者から利用料を徴収できるものとする。 

２ 前項に規定する利用料は、事業者が別に定めるものとする。 

 （委託料等） 

第１１条 第３条第２項の規定により事業を委託する場合の委託料の額は、別表によって算出

された基準単価に、利用者の人数と当該利用者が実際に利用した月数を乗じて得た額とする。 

２ 事業者は、サービスを提供した月の翌月１０日までに、市長に対し、当該月に係る事業費

を一括して請求するものとする。 

３ 市長は、前項の請求があった場合は、内容を確認のうえ、請求のあった日の翌月末までに

委託料を支払うものとする。 

 （遵守事項） 

第１２条 事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (1) 利用者の健康管理、レクリエーション、非常災害対策等については、利用者のニーズに

応じた対策が講じられるように配慮すること。 

 (2) 疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合、又は事故等が発生した場合には、医療

機関、市長及び家族等に速やかに連絡を行うなど、利用者の生活に支障を来さない適切な

配慮を行うこと。 

 (3) 利用者が、福祉ホームにおいて守るべき日常生活の規律を定め、その便宜に供すること。 

 (4) 利用者の相談、助言に努め、家族との連絡を保つとともに、地域住民との交流に努める

こと。 

 (5) 事業を適正に行うために、必要な簿冊を備え付けること。 

 (6) 業務上知り得た利用者に関する秘密を、正当な理由なく他に漏らさないこと。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 



別表（第１１条関係） 

種   別 区   分 基 準 単 価 算 出 方 法 

身体障害者福祉ホーム 定員が５人から９

人の場合 

３，２１６，０００円÷定員数÷１２ヶ月

定員が１０人から

１９人の場合 

３，８３３，０００円÷定員数÷１２ヶ月

定員が２０人から

２９人の場合 

５，０６８，０００円÷定員数÷１２ヶ月

知的障害者福祉ホーム １棟当たり ２，６８７，１６０円×管理人数÷定員数

÷１２ヶ月 

精神障害者福祉ホーム  ２，７３２，０４０円÷定員数÷１２ヶ月

備考 

 上記の算式による基準単価の端数処理は１円未満を切り捨てる。 

 

 


